
 

 １．件名：四国電力(株)伊方発電所第３号機の非常用ガスタービン発電機 使用

前検査中断に係る処置状況に関する面談 

 

２．日時：令和３年１月１２日 １０時３０分～１１時３０分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

 

４．出席者 

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 

上田企画調査官、平川主任原子力専門検査官、柳原子力専門検査官 

四国電力（株）伊方発電所 保修部 施設改良工事課長 他 ８名 

 

５．要旨 

○四国電力(株)から、伊方発電所第３号機 非常用ガスタービン発電機に係る

使用前検査時に、中央制御室から非常用ガスタービン発電機間の通信異常が

あったため、使用前検査を中断し、当該事象を不適合としたことについて、

その後の処置状況を説明したい旨の申出があり、面談を行った。 

 

○四国電力(株)から資料に基づき、不適合処置の状況等について説明があっ

た。 

 

○原子力規制庁は、事業者が実施する適合性確認検査が終了次第、使用前検査

を再開する旨、四国電力(株)に伝えた。 

 

６．その他 

配付資料：伊方発電所３号機 非常用ガスタービン発電機使用前検査中断に係

る処置状況について 

 

 

以上 


